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【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】平成20年4月9日(2008.4.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　再度組付可能な構成部材または構成部材の素材を破断分離する方法であって、
　破断分離される構成部材を、所望の破断分離面に対して垂直に破断分離力を及ぼすこと
によって破断分離し、破断分離力（Ｆ３，Ｆ３′）を及ぼすまえに、圧縮力（Ｆ１，Ｆ１

′，Ｆ４，Ｆ４′，Ｆ５，Ｆ５，Ｆ５′′，Ｆ６，Ｆ６′）を及ぼし、圧縮力（Ｆ１，Ｆ

１′，Ｆ４，Ｆ４′，Ｆ５，Ｆ５，Ｆ５′′，Ｆ６，Ｆ６′）から引張応力を形成し、引
張応力の最大値が、所望の破断分離面に対して垂直に、該破断分離面の平面上に位置する
ようにし、圧縮力（Ｆ１，Ｆ１′，Ｆ４，Ｆ４′，Ｆ５，Ｆ５，Ｆ５′′，Ｆ６，Ｆ６′

）によって形成される応力レベルが依然として構成部材（１）の材料の降伏点を下回るよ
うに、圧縮力（Ｆ１，Ｆ１′，Ｆ４，Ｆ４′，Ｆ５，Ｆ５，Ｆ５′′，Ｆ６，Ｆ６′）を
設定する方法において、
　圧縮力（Ｆ１，Ｆ１′，Ｆ４，Ｆ４′，Ｆ５，Ｆ５，Ｆ５′′，Ｆ６，Ｆ６′）を、楔
形部材（２ａ，２ｂ）または剪断ジョー（６ａ，６ｂ）によって、破断分離される構成部
材（１）に及ぼし、楔形部材（２ａ，２ｂ）または剪断ジョー（６ａ，６ｂ）が、シャー
プな尖端またはエッジで、点状または線状に、所望の破断分離面の反対側で、所望の破断
面の輪郭線に沿って互いに接近するように同時に作用するようにし、破断分離力（Ｆ３，
Ｆ３′）を及ぼす時点で、圧縮力（Ｆ１，Ｆ１′，Ｆ４，Ｆ４′，Ｆ５，Ｆ５，Ｆ５′′

，Ｆ６，Ｆ６′）が依然として構成部材（１）に存在するようにすることを特徴とする、
再度組付可能な構成部材または構成部材の素材を破断分離する方法。
【請求項２】
　先ず破断分離される構成部材に、所望の破断線の少なくとも一部に沿って、構成部材に
対する機械的かつ／または構造変化的な作用によって、切欠効果を導入し、次いで構成部
材を破断分離する、請求項１記載の方法。
【請求項３】
　所望の破断線の、楔形部材（２ａ，２ｂ）または剪断ジョー（６ａ，６ｂ）によって負
荷される部分が、所望の破断線（３）の全長で測定してできるだけ大きくなるようにする
、請求項１または２記載の方法。
【請求項４】
　圧縮力（Ｆ１，Ｆ１′，Ｆ４，Ｆ４′，Ｆ５，Ｆ５，Ｆ５′′，Ｆ６，Ｆ６′）を、静
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的な圧縮荷重によって、破断分離される構成部材（１）に及ぼし、圧縮力（Ｆ１，Ｆ１′

，Ｆ４，Ｆ４′，Ｆ５，Ｆ５，Ｆ５′′，Ｆ６，Ｆ６′）が、破断分離面の平面上に位置
するように、かつ／または破断分離面に対して平行に、構成部材（１）に作用するように
する、請求項１から３までのいずれか１項記載の方法。
【請求項５】
　圧縮力（Ｆ１，Ｆ１′，Ｆ４，Ｆ４′，Ｆ５，Ｆ５，Ｆ５′′，Ｆ６，Ｆ６′）を、動
的な圧縮荷重によって、破断分離される構成部材（１）に及ぼし、圧縮力（Ｆ１，Ｆ１′

，Ｆ４，Ｆ４′，Ｆ５，Ｆ５，Ｆ５′′，Ｆ６，Ｆ６′）が、破断分離面の平面上に位置
するように、かつ／または破断分離面に対して平行に、構成部材（１）に作用するように
し、圧縮力（Ｆ１，Ｆ１′，Ｆ４，Ｆ４′，Ｆ５，Ｆ５，Ｆ５′′，Ｆ６，Ｆ６′）の最
大値が、破断分離力（Ｆ３，Ｆ３′）の最大値と実質的に同時に得られるようにする、請
求項１から４までのいずれか１項記載の方法。
【請求項６】
　剪断配置構造（５ａ，５ｂ，５ｃ）の第１の支持面が、剪断エッジ（６ａ）で、構成部
材（１）に作用するようにし、それも所望の破断面の輪郭線の一部に沿って位置し、かつ
破断分離される構成部材（１）の第１の端部に向かって延びるように作用するようにし、
剪断配置構造（５ａ，５ｂ，５ｃ）の、第１の支持面とは反対側に位置する第２の支持面
が、剪断エッジ（６ｂ）で、構成部材（１）に作用するようにし、それも所望の破断面の
輪郭線の一部に沿って位置し、かつ構成部材（１）の第２の端部に向かって延びるように
作用するようにし、構成部材（１）の傾動を防止し、剪断配置構造（５ａ，５ｂ，５ｃ）
が、所望の破断面の平面上に位置する圧縮応力を形成し、かつ圧縮応力と共に、圧縮応力
に対して垂直に作用する引張応力を形成するようにする、請求項１から５までのいずれか
１項記載の方法。
【請求項７】
　圧縮力（Ｆ１，Ｆ１′）を設定し、エッジのシャープな少なくとも１つの楔形部材（２
ａ，２ｂ）が、破断分離される構成部材（１）の表面に侵入するようにする、請求項１か
ら６までのいずれか１項記載の方法。
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